
ＳＦメトロカード取扱規則 

制  定 平成１９. ４.２７－営業部達第 ５号 

最終改正 平成２７. ２. ９－営業部達第３３号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、旅客営業規程（平成１９年４月営業部達第３号。以下「営業規程」という。）第２条第２項に基づ

き、東京地下鉄株式会社（以下「当社」という。）が平成２０年１月１０日までに発売したＳＦメトロカードの必要な

取扱いについて定め、もって業務の適正な遂行を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。 

（１）ＳＦメトロカード 加盟社局の駅において払戻しできる磁気式プリペイドカード乗車券をいう。 

（２）加盟社局 別表１に規定する事業者をいう。 

（３）他社ＳＦカード 他の加盟社局が発売した磁気式プリペイドカード乗車券をいう。 

（適用範囲） 

第３条 ＳＦメトロカードの必要な取扱いのうち、当社線内における取扱方については、この規則に定めるところによる。 

２ この規則に定めのない事項については、法令、営業規程等の規定を準用する。 

３ 他の加盟社局内における取扱いは、当該加盟社局の旅客営業規則等の定めるところによる。 

第４条～第６条 削除 

（種類） 

第７条 ＳＦメトロカードの種類は、次のとおりとする。 

種  類 
ＳＦメトロ 

カードの表示額 
発 売 額 

５００円券   ５００   ５００円

１，０００円券 １，０００ １，０００円

３，０００円券 ３，０００ ３，０００円

５，０００円券 ５，０００ ５，０００円

（様式） 

第８条 ＳＦメトロカードの様式は、別表２のとおりとする。 

第９条～第１２条 削除 

（不正使用の場合の旅客に対する旅客運賃及び増運賃の収受） 

第１３条 旅客が偽造、変造又は不正に作成されたＳＦメトロカードを使用した場合又は使用しようとしたときは、これ

を無効として回収するとともに、当該旅客の乗車区間の片道普通旅客運賃とその２倍に相当する額の増運賃をあわせて

収受する。 

２ 出場の処理がされていないＳＦメトロカードの取扱いについては、別に定めるところによる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、特別の事由があって、別段支障がないと認められるときは、増運賃の減免等をすること

がある。 

第１４条・第１５条 削除 

（再発行） 

第１６条 旅客は、ＳＦメトロカードを盗難、紛失等したときは、再発行の請求をすることができない。 

２ 破損等によりＳＦメトロカードの払戻しが不可能となった場合で、残額が確認でき、かつ、不可能となった事由が処

理する旅客の責に帰さないと認められるときには、別に定めるところにより、当該ＳＦメトロカードと引換えに残額と

同額のＳＦメトロカードを再発行することができる。 

３ ＳＦメトロカードの裏面印字が満杯になった場合は、改札口で当該ＳＦメトロカードと引換えに残額と同額のＳＦメ

トロカードを再発行し、当該ＳＦメトロカードは無効とする。 

（残額の払戻し） 

第１７条 旅客は、ＳＦメトロカードの裏面表示にかかわらず、使用開始の前後を問わず、ＳＦメトロカードの残額の払

戻しを請求することができる。 

第１７条の２～第１９条 削除 

（準用） 

第２０条 当社線内における他社ＳＦカード取扱いは、この規則を準用するものとする。 

 （改廃手続） 

第２１条 この規則の改廃は、りん議文書により取締役決裁で行う。ただし、形式的な改正等の軽微な改正は、規程類管

理規程（平成１６年４月社達第１９号）第６条第２項に定めるところによる。 

 

附 則（平成１９年４月営業部達第５号） 

 この規則は、平成１９年４月１日から適用する。 
附 則（平成１９年１２月営業部達第５１号） 

 この規則は、平成２０年１月１１日から施行する。 
附 則（平成２０年２月営業部達第５７号） 

 この規則は、平成２０年２月１５日から施行する。 
附 則（平成２０年３月営業部達第７０号） 

 この規則は、平成２０年３月１５日から施行する。 
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附 則（平成２４年１０月営業部達第２９号） 

 この規則は、平成２４年１０月１６日から施行する。 
附 則（平成２７年２月営業部達第３３号） 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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別表１ パスネット加盟社局 

 

加盟社局名 

小田急電鉄株式会社 

京王電鉄株式会社 

京成電鉄株式会社 

京浜急行電鉄株式会社 

埼玉高速鉄道株式会社 

相模鉄道株式会社 

首都圏新都市鉄道株式会社 

新京成電鉄株式会社 

西武鉄道株式会社 

多摩都市モノレール株式会社 

東京急行電鉄株式会社 

東京地下鉄株式会社 

東京都（都営地下鉄） 

東京臨海高速鉄道株式会社 

東武鉄道株式会社 

東葉高速鉄道株式会社 

箱根登山鉄道株式会社 

北総鉄道株式会社 

株式会社舞浜リゾートライン 

株式会社ゆりかもめ 

横浜高速鉄道株式会社 

横浜市（市営地下鉄） 
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別表２ ＳＦメトロカードの様式 

 

                       表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月日 乗車駅 前引 降車駅 残額  月日 乗車駅 前引 降車駅 残額 

5.75cm 

8.5cm 

Ｓ
Ｆ
Ａ
０
１
Ｂ
０
４
０
４
０
０
０
０
４
 

●パスネット加盟各社局でご利用いただけます。●X,Y,Zは10,11,12月を示します。●
金額は 10 円単位です。●このカードは払い戻しできません。●折り曲げたり、磁気
に近づけたりしないでください。●紛失等については、その責を負いません。●こ
のカードの取扱いはパスネット加盟各社局のカード取扱規則等によります。 
    ○               東京地下鉄株式会社   東京都台東区東上野３－１９－６
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